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　①法人の理念　②事業方針・将
来像　③中長期的な事業計画　を
利用者、その家族等が理解するた
め、説明会の開催等の取組みを
定期的に行っている。

・利用者や家族向けの説明会を定期的に行っている。
・事業計画の見直し（利用者に説明すべきような見直し）のたび
に説明している。
・事業方針、事業計画等の質疑等を受ける機会を設けている。

Ａ）各計画を利用者や家族等に配布するととも
に十分な理解を促すための取組を行ってい
る。
Ｂ）各計画を利用者や家族等に配布している
が、十分な理解を促すための取組を行ってい
ない。
Ｃ）各計画を利用者や家族等に配布していな
い。

A

今年度は、さくら福祉相談センター熊本
が廃止となった。人材不足、経営上の判
断によるものであった。ニーズにおいて
非常に重要性が高いものであることは理
解出ていたが、継続性が困難であった。
登録者の移行が円滑に実施できて責務
を果たすことができた。
施設内に重要事項説明書を掲示すると
ともに、職員会議においても継続的に説
明している。ホームページで情報公開を
実施している。

A)経営や実施する福祉サービスに関する、
中・長期計画を策定している。
Ｂ）－
Ｃ）経営や実施する福祉サービスに関する、
中・長期計画を策定していない。

B

2020年6月にとさくら福祉相談センター
熊本が閉鎖となった。人員配置できず、
また経営上の都合でやむを得ず廃止届
を提出した。登録者においては、しっか
りと受け入れ先を確保して、利用者にお
いては継続してスムーズにサービスが受
けられえるよう、無事移行が完了した。さ
くらワーク熊本においては、2021年1月
からはコロナ禍において就労支援収入
が30～40％減収となった。

　①法人の理念　②事業方針・将
来像　③中長期的な事業計画　を
全職員が理解するため、研修の開
催等の取組みを定期的に行って
いる。

・会議、研修等を定期的に設けて、説明している。
・事業計画の進捗状況の分析、見直し等のたびに説明してい
る。

A)各計画を職員等の参画のもとで策定される
共に、実施状況の把握や評価見直しが組織
的に行われている。
Ｂ）各計画を職員等の参画のもとで策定してい
るが、実施状況の把握や評価見直しが組織的
に行われていない。
Ｃ）各計画を職員等の参画のもとで策定される
と共に、実施状況の把握や評価見直しが組織
的に行っていない。

B

施設内に重要事項説明書を掲示すると
ともに、職員会議においても継続的に説
明している。
今年度は、コロナ禍で法人全体での会
議や、各種研修も思うように実施できな
かった。昨年度同様に現在も終息の兆
しがない状況下であるので、チーム内や
適時での外部研修の参加を促進してい
きたい。

評価の概要（根拠等）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
念

、
事
業
方
針
等

（
共
通

）

長期・安定的な
事業運営

事業収益の利用
者還元

法人・職員のレ
ベル向上

　①法人の理念　②事業方針・将
来像　を定めている。

・法人理念を組織的に定めている。
・法人理念、事業方針などを文書（パンフ、広報誌等）に記載し
て、公開している。
・理念から法人の使命、目的及び考え方が読み取ることができ
る。
・理念が職員の行動規範になり得るものと認められる。
・法人理念と事業方針等に整合性が認められる。

Ａ）法人の理念、基本方針等を明文化してお
り、法人の使命・役割を反映している。
Ｂ）法人の理念、基本方針等を明文化している
が、法人の使命・役割の反映が十分でない。
Ｃ）法人の理念、基本方針等を明文化してい
ない。 A

定款・事業計画において明文化し、当社
専用の施設概要説明書、ご利用までの
流れ、障害福祉サービスにおいての説
明まで明記したものを提示している。

　①長期的な事業計画　②中期的
な事業計画　③年度ごとの事業計
画　（収支予算項目を含む。）を策
定している。

・中長期の計画及び年度ごとの事業計画を組織的決定により定
めている。
・計画に次の内容を定めていること。

①既存事業の質の強化及び拡充、新規事業等に係る具体的な
数値目標、②進捗状況の分析時期、③達成時期、④計画に係
る予算項目、⑤その他の必要な項目

事業所名： さくらワーク熊本ＮＯ．1～32（全サービス）、48～50（Ｂ型）、54～58（相談）

分類
（サー
ビス種
別）

評価項目の
目的

№ 評価項目 項目の着眼点 評価の際の判断基準
ABC
評価

年度サービスの質の評価基準項目（施設自己評価シート・評価結果）
法人名： 社会福祉法人 博心会

2020
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評価の概要（根拠等）

分類
（サー
ビス種
別）

評価項目の
目的

№ 評価項目 項目の着眼点 評価の際の判断基準
ABC
評価

5

6

7

8

管理者がしっかりと安定していた今期で
あった。就労支援においてはとても充実
したサービスを提供できた。しかしなが
ら、コロナ禍においての戦略が立てられ
ずに、効率的な配置ができなかった。コ
ロナの影響以外においては、評価分析
を実施して次期からの戦略は年度末か
ら準備ができている。

　管理者が自らサービスの質の向
上に関する対策等を提案し、職員
を指導している。

・管理者が、週月ごと等に業務効率に係る職員の意見を聞くた
めの機会を設けている。
・管理者の職務において、業務内容の効率性を定期的に評価
分析している。
・業務課題を把握した場合は、対策等を管理者が決定、提案し、
職員を指導してる。

Ａ）管理者は、実施する福祉サービスの質の
向上に意欲を持ち、組織としての取組に十分
な指導力を発揮している。
Ｂ）管理者は、実施する福祉サービスの質の向
上に意欲を持っているが、組織としての取組に
十分な指導力を発揮できていない。
Ｃ）管理者は、実施する福祉サービスの質の向
上に意欲を持ち、組織としての取組に十分な
指導力を発揮していない。

A

コロナ禍によってより、管理者から適時
面談を行って、スタッフとのコミュニケー
ションを図ることができた。各人の目標設
定や課題を話し合いながら、生産活動
における調整をおこなうことができた。各
人のキャパシティーも配慮しながら、スト
レス軽減を図った。
ミーティングでの業務内容の改善、新規
開拓等の戦略に向けた話し合いを続け
ている。

管
理
者
等
の
責
務

（
共
通

）

管理者等の責任
の明確化

業務改善・質の
向上

　管理者が自ら業務改善及び効
率化に関する対策等を提案し、職
員を指導している。

・管理者が、週月ごと等に業務効率に係る職員の意見を聞くた
めの機会を設けている。
・管理者の職務において、業務内容の効率性を定期的に評価
分析している。
・業務課題を把握した場合は、対策等を管理者が決定、提案し、
職員を指導してるか。

Ａ）管理者は、経営や業務の効率化と改善に
向けた取り組みに十分に指導力を発揮してい
る。
Ｂ）管理者は、経営や業務の効率化と改善に
向けた取り組みにしているが、十分に指導力
を発揮できていない。
Ｃ）管理者は、経営や業務の効率化と改善に
向けた取り組みに十分に指導力を発揮してい
ない。

A

今期前期においてはコロナの影響はな
かったもの、年明け2021年から業者取引
先からの依頼が入ってこず、減収となっ
た。弊所での営業活動で定期取引や個
人関係の取引は継続して実施できたの
で、減収ながらもプログラムや経費への
影響がでなかった。今後はコロナ禍で生
き残る戦略を検討し、情報分析、経営計
画を進めていかなければならない。

　経営・進捗状況の分析により課
題を把握し、改善に向けた取組み
及び必要に応じて計画の見直しを
行っている。

・経営状況等の分析により、課題の有無、その理由等を明確に
記録している。
・課題を把握した場合は、それに対する改善策を組織的に講じ
ている。
・改善策を踏まえて、必要に応じて計画を見直し、会議等で全職
員へ通知している。

Ａ）経営状況を分析して発見するとともに、改
善に向けた取り組みを行っている。
Ｂ）経営状況を分析して発見しているが、改善
に向けた取り組みを行っていない。
Ｃ））経営状況を分析して発見するとともに、改
善に向けた取り組みを行っていない。 B

コロナ禍での状況下で、思うような戦略
がとれなかった。経営的には財政バラン
スを重視した経営を行う必要性があっ
た。課題分析を行って、次期は経営戦略
を円滑に進めていく必要がある。
本社としては、在宅支援も考慮したサー
ビス拡充へも焦点をあてて、より多くの
ニーズを調査し、各スタッフからの意見を
収集しながら、決定していく。

経
営
状
況
の
分
析

（
共
通

）

　計画に基づく事業の経営・進捗
状況を定期的に分析している。

・予め計画に定められた頻度や時期に、経営状況等を評価し、
分析している。
・評価、分析に当たり、複数の職員で実施する等、組織的な対応
を行われている。

Ａ）事業経営を取り巻く環境を定期的に分析、
評価している。
Ｂ）事業経営を取り巻く環境を定期的に分析、
評価しているが、組織的に行っていない。
Ｃ）事業経営を取り巻く環境を定期的に分析、
評価をしていない。 B

長期・安定的な
事業運営

事業収益の利用
者還元

法人・職員のレ
ベル向上
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評価の概要（根拠等）

分類
（サー
ビス種
別）

評価項目の
目的

№ 評価項目 項目の着眼点 評価の際の判断基準
ABC
評価

9

個別支援計画の各職員への説明も行っ
て、ニーズやその他課題解決点を周知
した。サービス実施記録への反映、サー
ビス計画の要点を整理して指導した。
特性に合わせたフォロー、在宅生活や
ホームでの過ごした方等を把握して、支
援内容を確認した。

管
理
者
等
の
責
務

（
共
通

）

管理者等の責任
の明確化

業務改善・質の
向上

　サービス管理（提供）責任者が自
らサービスの質の向上に関する対
策等を提案し、その他の従業者を
指導している。

・サービス管理責任者がその他の従業員の意見、質問等を聞く
ための機会を定期的に設けている。
・サービス管理責任者がその他の従業員に対して、具体的な援
助技術等を指導している。
・必要に応じて、具体的な対策案等を管理者に提示している。

Ａ）サービス管理責任者は、他の従業員の意
見質問の機会を設け、具体的な援助技術等を
指導している。
Ｂ）サービス管理責任者は、他の従業員の意
見質問の機会を設け、具体的な援助技術等を
指導しているが、十分でない。
Ｃ）サービス管理責任者は、他の従業員の意
見質問を受け付けず、具体的な援助技術等を
指導していない。

A
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評価の概要（根拠等）

分類
（サー
ビス種
別）

評価項目の
目的

№ 評価項目 項目の着眼点 評価の際の判断基準
ABC
評価

10

11

12

13

　職員の育成方針及び職員ごとの
意向を踏まえ、職員ごとの育成・研
修計画を定め、必要に応じてその
計画を見直している。

・職員ごとに、資格取得、研修受講等の意向を定期的に確認し
ている。
・職員ごとの育成、研修計画を組織的決定により、内容を定めて
いる。
①法人の育成方針、本人意向、職種及び実務経験と育成や研
修計画との関連性
②育成や研修にかかる目標設定、達成時期等
③進捗状況の分析時期
・計画の策定及び見直しのたびに、可能な範囲で、本人へ内容
説明している。

Ａ）組織として職員の教育、研修に関する基本
姿勢が明示されている。
Ｂ）組織として職員の教育、研修に関する基本
姿勢が明示されているが、十分でない。
Ｃ）組織として職員の教育、研修に関する基本
姿勢が明示されていない。 C

内部研修のみで、外部への研修会へ参
加できなかった。（管理者・一部新人の
み）
また外部より講師を招きいれた研修が開
催できなかった。

Ａ）必要な人材像を明確化し、採用の際に採用根拠
を記録又は研修等を行い、事業方針等に理解できる
ように取り組みを行っている。
Ｂ）必要な人材像を明確化し、採用の際に採用根拠を
記録又は研修等を行い、事業方針等に理解できるよ
うに取り組みを行っているが、十分でない。
Ｃ）必要な人材像を不明確化し、採用の際に採用根
拠を記録又は研修等の取り組みを行っていない。

B

施設外研修に行った職員が施設内で講
習会を開いて、研究を行った。新人研修
会への参加については、法人職員で限
定的な参加実施となった。新コロナの影
響で自粛で参加もできなかった。

　客観的な職員の評価基準によ
り、定期的な人事評価を行ってい
る。

・予め人事評価を行う頻度や時期を定め、職員に周知している。
・予め評価基準の項目、方法等を職員へ周知している。
・評価にあたっては、自己評価、上司又は部下の評価、同僚の
評価等の多面評価を実施し、面談により職員の自己評価等に係
る意見を聴取している。
・評価結果について、被評価者からの請求に応じて、開示できる
仕組みとしている。

Ａ）客観的な基準に基づき、定期的な人事考
課を実施している。
Ｂ）定期的な人事考課を実施しているが、客観
的な基準に基づいて行われていない。
Ｃ）定期的な人事考課を実施していない。

B

人事考課は、職員と役員との面談を実
施した。その結果を理事長の承認を得
て、査定決裁された。
課題や目標等を各人から聴取して、役
職に合わせて提案を行った。常にどのよ
うなサービスを提供していくか、企業貢
献地域貢献を意識した考えを求めた。

職
員
の
質
の
向
上

（
共
通

）

職員ごとの質の
向上

人事・研修の適
正化

　①必要な人材像　②職員の育成
方針　③客観的な職員の評価基
準　を定めている。

・必要な人材像、職員の育成方針、客観的な職員の評価基準を
組織的決定により定めている。
①事業方針、中長期計画の達成に必要な員数、事業ごとの体
制
②常勤または非常勤の比率
③社会福祉士等の有資格者、研修修了者等の配置
・職員の育成方針の中に事業方針、中長期計画等の達成に必
要な能力、技能等を規程している。
・職員評価基準が成績、情意、能力等の多角的な考課を行い、
絶対評価項目を設けている。

Ａ）組織が目標とする福祉サービスの質を確保するた
めの必要な人材や人員体制に関する具体的なプラン
が確立して、管理できている。
Ｂ）組織が目標とする福祉サービスの質を確保するた
めの必要な人材や人員体制に関する具体的なプラン
が確立しているが、管理が不十分である。
Ｃ）組織が目標とする福祉サービスの質を確保するた
めの必要な人材や人員体制に関する具体的なプラン
が確立しておらず、管理できていない。

C

本社での全体会議はコロナ禍での実施
をほぼ控えた。各所長クラスでの人材評
価を実施した。事業所単位での利用者
ニーズ収集をよりよく実施し、各所での
サービス提供を充実した。コロナ禍での
どこまで研修や教育指導ができるかどう
か、見極めて進めていきたい。

　必要な人材像を踏まえた職員採
用を行っている。

・募集段階で、必要な人材像を明確に示している。
・採用時の評価資料に、採用の根拠となった人材像を記録して
いる。
・採用後、当該採用職員に対して、採用根拠となった人材像、そ
れに係る事業方針、計画等について理解を深めるための研修
等を実施している。
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評価の概要（根拠等）

分類
（サー
ビス種
別）

評価項目の
目的

№ 評価項目 項目の着眼点 評価の際の判断基準
ABC
評価

14

15

16

17

C

コロナ禍での全面受け入れを中断した。
2021年からの実習生も警戒レベル3以上
なり、また緊急事態宣言も発出されたた
め影響がでた。

　ボランティアの受入れを定期的
に行っている。

・ボランティアの受け入れについて、地域団体、関係機関等へ情
報提供を行っている。
・地域団体等からの要望に応じて、ボランティアを受け入れてい
る。
・ボランティアの受け入れにマニュアルを作成し、全職員やボラ
ンティアへ周知している。
・ボランティアが参加することに対して、予め利用者からの同意を
得ている。

Ａ）ボランティアの受け入れ体制を確保し、関
係機関等への情報提供等を十分に行ってい
る。
Ｂ）ボランティアの受け入れ体制を確保し、関
係機関等への情報提供等を十分に行ってい
るが、十分でない。
Ｃ）ボランティアの受け入れ体制を確保できて
いない。関係機関等への情報提供等を行って
いない。

B

頻度は少なかったものの、地域清掃にて
校区内での地域奉仕を行った。地域住
民や民生委員への働きかけ、情報提供
をを行うことができた。定期的にボラン
ティア受け入れ等は、コロナ禍で影響も
あり中断した。

　職員が受けた研修の成果につい
て、レポート、報告会等で全職員
が共有している。

・報告会の開催により、全ての外部研修の評価を全職員が共有
している。
・内部研修の開催のたびにレポートを全職員から提出させてい
る。
・内部研修のレポートに基いて、必要に応じて内容の見直しを
行っている。

Ａ）研修成果の評価が定期的に行われている
とともに、次の研修計画に反映されている。
Ｂ）研修成果の評価が定期的に行われている
が、次の研修計画に反映されていない。
Ｃ）研修成果の評価が定期的に行われていな
い。 B

必要最小限での研修実施となったが、
プラスアルファとし、また関連分野での研
究会の実施がなかった。

　
　
　
　
　
地
域
福
祉
へ
の
貢
献

、
交
流
等

（
共
通

）

事業所の透明性
の確保

地域交流等によ
る啓蒙、福祉へ
の理解

　専門学校、大学等の実習生の受
入れ、育成等を定期的に行ってい
る。

・実習生の受け入れが可能な体制を学校等の機関へ提示して
いる。
・学校等からの要望に応じた実習生を受け入れている。
・職種、経験等を考慮して、従業員から実習担当者を専任してい
る。
・実習生の受け入れに係るマニュアルを整備し、全職員または
実習生に周知している。
・実習生が行うサービス提供は、予め利用者から同意を得てい
る。

Ａ）学校等への関係機関へ実習受け入れ体制
を提示、担当職員が実習指導にあたってい
る。
Ｂ）学校等への関係機関へ実習受け入れ体制
を提示、担当職員が実習指導にあたっている
が、十分でない。
Ｃ）学校等への関係機関へ実習受け入れ体制
を提示できず、実習受け入れ体制等がとれて
いない。

　全ての職員が、職員ごとの育成・
研修計画に基づき、①事業所内
の研修　②外部の研修　に定期的
に参加している。

・予め計画に定めた頻度や時期に、全ての職員が研修受講、修
了している。
・すべての職員について、内外部研修も受講している。
・研修に参加できなかったものに対して、個別の研修実施等を
行っている。

Ａ）職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿っ
た教育、研修計画が策定され、計画に基いた
具体的な取り組みが行われている。
Ｂ）職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿っ
た教育、研修計画が策定されているが、計画
に基いた具体的な取り組みが行われていな
い。
Ｃ）職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿っ
た教育、研修計画が策定されていない。

B

処遇改善計画でなされたとおり、最低限
度の必要に応じてた研修計画が実施で
きた。今後は、それ以外での新人、中堅
職員へ向けたサービスの質向上研修、
管理職向けの経営セミナー、スーパーバ
イザー研修を実施していく。

職
員
の
質
の
向
上

（
共
通

）

職員ごとの質の
向上

人事・研修の適
正化
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評価の概要（根拠等）

分類
（サー
ビス種
別）

評価項目の
目的

№ 評価項目 項目の着眼点 評価の際の判断基準
ABC
評価

18

19

20

　①事業所の行事等の地域への
解放　②地域の行事等への参加
を定期的に行っている。

・地域行事等への住民参加はできている。
・住民参加に際して、施設から通知やお知らせ等を出している。
・関係団体に対して、利用者が参加できる地域行事等の情報提
供を依頼している。

Ａ）地域行事の参加が積極的にできている。
Ｂ）定期的でないが、地域行事に参加してい
る。
Ｃ）地域行事の参加ができていない。

B

定期的に校内において地域清掃を実施
しているが、熊本市一斉清掃もコロナ禍
で実施されない状況であった。今後はコ
ロナ禍での地域活動への参加や関わり
合い方を検討していく必要がある。

　関係機関（同じサービスを提供
する事業所等）と具体的な課題、
事例等を検討する会議を定期的
に開催し、参加している。

・サービスの質の向上につながる課題、事例検討等を行う会議
を開催し、又は参加を行っている。
・会議を1年に複数回開催している。
・同様の事業を行うことに対して、参加の勧奨を行っている。

Ａ）定期的に会議や事例検討会を行ってい
る。
Ｂ）会議や事例検討会を行っているが、不定期
である。
Ｃ）まったく、会議や事例検討会を行っていな
い。 A

月ごとに利用者プログラム設定確認の
際、支援内容を含めて定期的に会議を
開催できた。また別途別支援会議を通し
て、ケア面も考慮しながら質の向上へつ
ながるように確認している。

　周辺地域、関係機関等に対し、
便りや会報で事業所の情報を提
供している。

・利用者やその家族、周辺地域、関係機関等に対して、定期的
に広報誌等を発行している。

Ａ）地域又は関係機関等へ定期的に広報誌等
を発行している。
Ｂ）地域又は関係機関等へ広報誌等を発行し
ているが、不定期である。
Ｃ）まったく地域又は関係機関等へ広報誌等
を発行していない。 B

情報誌、広報誌での発行ができなかっ
た。今後はホームページを活用した情報
公開を検討している。

　
　
　
　
　
地
域
福
祉
へ
の
貢
献

、
交
流
等

（
共
通

）

事業所の透明性
の確保

地域交流等によ
る啓蒙、福祉へ
の理解
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評価の概要（根拠等）

分類
（サー
ビス種
別）

評価項目の
目的

№ 評価項目 項目の着眼点 評価の際の判断基準
ABC
評価

21

22

23

24

　アンケート等により、サービスの
内容に係る利用者ニーズを定期
的に把握している。

・予めアンケートを行う頻度や時期を定めている。
・アンケートに当たり、匿名の選択を可能としている。
・アンケートの集計結果を回答者に提供している。

Ａ）定期的にアンケートを行って、回答データ
等を公表している。
Ｂ）アンケートを行って、回答データ等の公表
ができていない。
Ｃ）アンケートが実施できていない。

A

個別計画等の見直し時や実費負担の改
定の都度に通知、同意書をいただき、管
理している。

　利用者ニーズに基づき把握した
課題を踏まえ、サービスの質の向
上に係る取組みを行っている。

・ニーズ内容、課題、優先順位、課題への対応方法、スケジュー
ル等のアンケートを記録している。
・課題整理の結果を会議、研修等により全職員へ通知している。
・事業計画等へ規定がいらない課題は、定期的に進捗状況を分
析し、必要に応じた対応方法、スケジュール等を見直している。
・課題解決の結果を利用者に対して、資料配布、説明会等で報
告している。

Ａ）把握したアンケート等から明確になった課
題について、組織的に改善策や改善計画を
立てて実施している。
Ｂ）把握したアンケート等から明確になった課
題について、組織的に改善策や改善計画を
立てて実施しているが、十分でない。
Ｃ）把握したアンケート等から明確になった課
題について、組織的に改善策や改善計画を
立てているが、実施していない。

A

前月に各利用者のスケジュール表を発
行して、翌月のプログラム内容や通院等
の確認を行っている。その際に体調に合
わせた作業内容の確認も行っている。

A

苦情解決委員会の設置、概要掲示を
行っている。

　苦情解決に必要な対応を客観
的に判断できるよう、第三者委員
等を設置している。

・有識者、障害者の家族等の一定の知識を有するものから委員
を専任している。
・法人役員、職員に利用者の家族等が委員に含まれていない。
・複数人の委員を設置している。
・委員への諮問内容、委員の提言、事業所の解決結果を記録し
ている。

Ａ）苦情解決の対応判断ができるように周知す
る取り組みが行われているとともに、第三者委
員会の仕組みが機能している。
Ｂ）苦情解決の対応判断ができるように周知す
る取り組みが行われているが、第三者委員会
の仕組みが機能していない。
Ｃ）第三者委員会の仕組みが確立していな
い。

A

苦情解決委員会の設置、概要掲示を
行っている。

苦
情
解
決

、
利
用
者
ニ
ー

ズ
の
把
握

（
共
通

）

適切な苦情解決

ニーズへの対応

　利用者に対し、事業所内の苦情
解決制度（窓口）を定期的に周知
している。

・利用者、その家族等へ「苦情解決体制の説明書」を作成してい
る。
・事業所内の苦情解決事例を説明書に記載している。
・予め利用者、その家族等に苦情解決体制に説明する時期、頻
度等を定めている。
・年に1回以上、説明書配布、説明会の開催等により、苦情解決
体制を周知している。

Ａ）苦情解決の仕組みが確立され利用者等に
周知する取り組みが行われているとともに、苦
情解決の仕組みが機能している。
Ｂ）苦情解決の仕組みが確立され利用者等に
周知する取り組みが行われているが、苦情解
決の仕組みが機能していない。
Ｃ）苦情解決の仕組みが確立していない。
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評価の概要（根拠等）

分類
（サー
ビス種
別）

評価項目の
目的

№ 評価項目 項目の着眼点 評価の際の判断基準
ABC
評価

25

26

27

28

情報漏洩に関しては、個人情報の取扱
同意書を交わされているが、完璧に漏洩
防止ができていることは確認できない。
法人全体としても周知徹底し、責任意識
を高めている。また職員同士での連絡先
や情報においても取扱い注意を周知し
ている。

　アセスメント表、支援計画等の個
人情報が記載された記録は、施錠
可能なキャビネットに保管する等
の対応を行っている。

・個人情報がある電子記録媒体は、パスワード設定する等の対
応を行っている。
・個人情報がある記録媒体は、施錠可能なキャビネット等に保管
していること。
・施錠を行った者の氏名、日時等を帳簿に記録している。
・個人情報が記録された書類等を事業所外に持ち出す場合の
規則を定めている。

Ａ）施錠、パスワードなどのセキュリティの体制
が適切にとれている。
Ｂ）施錠、パスワードなどのセキュリティの体制
を整備しているが、まだ十分でない。
Ｃ）施錠、パスワードなどのセキュリティの体制
がとれていない。 B

クラウドサービスのログイン権限を再構築
していきたい。適時パスワードの見直し
やその他のセキュリティ対策を徹底する
ように法人全体通して改善も必要であ
る。現金、印鑑等の取扱いにおいても管
理体制、取扱規程を適時見直していく。

個
人
情
報
の
保
護

（
共
通

）

個人情報の適切
な取扱い

　個人情報の保護に係る事業所
内の研修会を定期的に開催して
いる。

・予め個人情報保護に係る研修を行う頻度や時期を定め、職員
へ周知している。
・研修に係るレポートを全職員から徴収している。

Ａ）利用者のプライバシー保護に関する規程、
マニュアル等を整備し、職員に周知するため
の取組を行っている。
Ｂ）利用者のプライバシー保護に関する規程、
マニュアル等を整備しているが、職員に周知
するための取組が十分でない。
Ｃ）利用者のプライバシー保護に関する規程、
マニュアル等を整備していない。

B

ハラスメント規程を見直しを行って、所内
で研修を実施している。利用者において
は虐待防止に向けた研修、取り組み、対
応マニュアルを確認しながら支援にあ
たっていく。虐待防止研修義務化によ
り、2021年度はスケジュールを立てて実
施する。

　人権侵害、虐待等が見過ごされ
ないための取組み（管理者による
職員ごとの面接、職員相互の
チェック等）を定期的に行ってい
る。

・法人役員が、管理者への面接、所管する業務内容や従業員等
の聞き取りを行い、事業実態を把握している。
・管理者が、サービス管理責任者への面接、他の従業員への聞
き取りを行い、業務の実態を把握する。
・全職員に対して、虐待等を認知した場合に通報すべき自治体
の連絡先を周知している。

Ａ）役員から管理者へ聞き取り、管理者から従
業員等への聞き取り、事業実態、業務状況の
把握を行っている。
Ｂ）役員から管理者へ聞き取り、管理者から従
業員等への聞き取り、事業実態、業務状況の
把握を行っているが、十分でない。
Ｃ）役員から管理者へ聞き取り、管理者から従
業員等への聞き取り、事業実態、業務状況の
把握を行っていない。

B

管理者⇔職員間での情報共有は適切
に実施されていた。役員と管理者での流
れも定期的に情報交換がなされた。現
在のコロナ禍に合わせた新しい連携シス
テムを構築していきたい。

利
用
者
の
人
権
尊
重

（
共
通

）

人権の保護

虐待の防止

　人権侵害、虐待、セクシャルハラ
スメント等に係る事業所内の研修
会を定期的に開催している。

・予め人権侵害、虐待等に係る研修を行う頻度や時期を定め、
職員に通知している。
・研修に係るレポートを全職員から徴収している。

Ａ）人権学習、虐待防止、セクシャルハラスメン
ト等の研修等を定期的に行っている。
Ｂ）人権学習、虐待防止、セクシャルハラスメン
ト等の研修等を定期的に行っているが、各職
員からレポートの徴収は行っていない。
Ｃ）人権学習、虐待防止、セクシャルハラスメン
ト等の研修等を行っていない。

B
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評価の概要（根拠等）

分類
（サー
ビス種
別）

評価項目の
目的

№ 評価項目 項目の着眼点 評価の際の判断基準
ABC
評価

29

30

31

32

毎月ごとにファイリングの確認、または個
別計画の作成においての各職員への説
明し、全体で共有している。今後は印鑑
レスを推進しながら、事務処理負担を軽
減させて、直接支援への時間を確保して
いく。

　利用者ごとの詳細な課題及びそ
れに応じた支援方法について、週
ごと、月ごと等の頻度で、サービス
管理（提供）責任者を中心とした職
員間で協議・記録し、支援計画の
見直しに繋げている。

・サービス管理責任者が中心となり、利用者ごとに、少なくとも月
1度以上内容を協議を行っている。
①支援記録での課題、②課題解決の支援方法、③次回に向け
た個別支援計画にあげる内容等
・サービス管理責任者が、協議した内容を記録していること。

Ａ）　サービス管理責任者が利用者ごとの詳細
な課題及びそれに応じた支援方法について、
月1度以上の支援協議を行っている。
Ｂ）　サービス管理責任者が利用者ごとの詳細
な課題及びそれに応じた支援方法について、
協議しているが、月1度はできていない。
Ｃ）　サービス管理責任者が利用者ごとの詳細
な課題及びそれに応じた支援方法についての
支援協議ができていない。

A

各人毎月1名を担当者会議のような形で
は実施している。作業プログラムを組む
中で協議は行っている。支援内容の確
認やニーズの確認、見直しは定期的に
実施している。毎月の予定表について
は、課題内容や体調状況踏まえて提供
している。

　
サ
ー

ビ
ス
提
供
方
法
等
の
共
有

（
共
通

）

サービス提供方
法の共有

サービス提供の
平準化

　サービスの提供の記録に当た
り、①利用者の心身状況・様子
②職員が提供した介護・支援　の
内容が詳細に記録されている。

　手引書（マニュアル）の見直しの
必要性を判断するため、実務に携
わる職員の意見を定期的に確認し
ている。

・手引書の見直しに係る検証時期を定め、職員に周知している。
・手引書の見直しに係る意見、検討結果、見直しの方向性等を
整理し、結果を全職員に対して提供している。

Ａ）手引きの見直し等を行い、他の職員へ周
知している。
Ｂ）手引きの見直し等を行っているが、他の職
員へ周知していない。
Ｃ）手引きの見直し等を行っていない。

A

業務上の指示書、生産活動等における
説明書を適時見直しながら、業務の円
滑化をすすめている。

　提供するサービスの標準的な取
扱いを規定する手引書（マニュア
ル）を作成している。

・手引書において、①標準的な手技、支援方法、業務手順、②
サービス提供時の留意事項、③事業所内部及び外部における
対応事例等を定める。
・新たに採用した全ての職員に対して、手引書の内容に係る研
修を実施している。

Ａ）手引きを作成し、研修を実施している。
Ｂ）手引きを作成し、研修を実施していない。
Ｃ）手引きを作成してない。

B

・サービス提供記録に、利用者の心身状況や様子等、職員が提
供した介護、支援内容を記載している。
・記録した都度、複数の職員間で供覧し、情報を共有している。

Ａ）利用者一人ひとりのサービス実施記録状況
が適切に記録されている。
Ｂ）利用者一人ひとりのサービス実施記録状況
が適切に記録されているが、十分でない。
Ｃ）利用者一人ひとりのサービス実施記録状況
が適切に記録されていない。 A

職員倫理規定、その他の情報等の取り
扱い規程を策定して、新人研修を踏まえ
て実施している。定期的に各事業所から
情報収集を行って、適時各マニュアル作
成し見直しをおこなっている。

9



評価の概要（根拠等）

分類
（サー
ビス種
別）

評価項目の
目的

№ 評価項目 項目の着眼点 評価の際の判断基準
ABC
評価

48

49

50

54

支払平均が26,000円となって前年比より
アップした。熊本県内でも上位になって
きた。来年はどのような形なるか、コロナ
禍の情勢を見極めた対応がせまられる。

　ステップアップが可能と見込まれ
る者については、一般就労への支
援、就労継続支援Ａ型事業所、就
労移行支援事業所への引継ぎ等
を提供している。

・個別支援計画の作成にあたり、各利用者の当該事業所利用後
の一般就労又は就労継続支援Ａ型の利用に係る意向を確認し
ている。
・一般就労又は能力の向上を目的とした施設外支援を行う実習
先を確保している。
・ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、障害者職業セ
ンター、就労移行支援事業所、就労継続支援Ａ型事業所への
関係機関の引き継ぎ、同行等の支援を踏まえて実施しているこ
と。

Ａ）利用終了後は、一般就労や就労継続支援Ａ型、
就労移行支援に係る意向を確認し、各関係機関と連
携を図り、ステップアップ支援を提供できている。
Ｂ）利用終了後は、一般就労や就労継続支援Ａ型、
就労移行支援に係る意向を確認し、各関係機関と連
携を図り、ステップアップ支援を提供できているが、十
分でない。
Ｃ）利用終了後のステップアップ支援を提供できてい
ない。

B

一般へつながる案件はなかった。本人
意向や状態の把握のニーズ、体調状況
を見極めた提案ができるように来期も実
施していく。各関係機関（相談支援事業
所、医療機関）と連携して、ステップアッ
プできるようなサービスを提供していく。

　工賃の額の内訳、作業能力の評
価基準等を利用者、その家族等が
理解するため、説明を定期的に
行っている。

・利用者や家族向けの説明会を定期的に行っている。
・工賃の内訳、作業能力の評価基準に係る質問等を受ける機会
を設けている。
・能力の評価結果について、利用者や家族からの請求に応じ
て、開示している。

Ａ）工賃内訳や評価等の説明、開示を定期的
に実施している。
Ｂ）工賃内訳や評価等の説明、開示を実施し
ているが、定期的にできていない。
Ｃ）工賃内訳や評価等の説明、開示ができて
いない。 A

特に給与明細での受渡時に評価説明を
行っている。またモニタリングやアセスメ
ントを通して、就労能力評価や課題整理
を行っている。就労売上で変動すること
もあるので、その都度工賃規程を見直し
ていくことも同意を得ながら書面にて通
知していく。

　利用者の工賃水準を向上させる
ための計画を定めている。

・工賃水準の向上に係る計画を組織的決定により定めている。
・賃金水準向上に係る具体的な目標を定めている。
・水準向上に係る課題及び当該課題への対策を行っている。

Ａ）工賃水準の向上計画を定めている。
Ｂ）－
Ｃ）工賃水準の向上計画を定めていない。

A

 
サ
ー

ビ
提
供
方
法
等

(

就
労
継
続
支
援
B
型

）

相談支援専門員の役割を説明し、
家族の意向を確認している。総合
的な援助の方針を提案し、課題分
析、アウトリーチを積極的に行って
いる。

・障害者総合支援法の目的を説明している。
・相談支援専門員の役割を説明している。
・課題の設定し、利用者のニーズ把握に対する働きかけを行っ
ている。
・課題の優先順位を提案し、整理している。

Ａ）利用者へわかりやすく、各目的を説明し、
利用者へのニーズの把握を行っている。また
優先順位を説明して整理している。
Ｂ）一通り目的や課題内容等の説明を行って
いるが、利用者わかりにくい専門用語を使って
いる。
Ｃ）説明できていない。

A

施設概要説明書にて初めてサービスを
受けられる方へもわかりやすく説明する
ことができた。特性に応じて、表や絵を
用いてイメージしやすい形をつくってい
る。2020年6月にサービスを閉鎖した。登
録者の移行はすべて無事に引継ぎを実
施できた。

 
サ
ー

ビ
提
供
方
法
等

(

計
画
相
談
・
障
害
児
相
談
支
援

）
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評価の概要（根拠等）

分類
（サー
ビス種
別）

評価項目の
目的

№ 評価項目 項目の着眼点 評価の際の判断基準
ABC
評価

55

56

57

58

サービス利用計画書案の作成に
あたり、目標や優先順位の整理、
サービス内容、種別、利用頻度や
期間等の内容と説明を行ってい
る。
サービス提供事業所関係との」連
携を図り、利用者及びその家族を
含めた担当者会議を開いている。
また、その会議の記録を適切に管
理保管している。

・長期目標、短期目標の設定を行っている。
・サービス内容、種別の確認を行っている。
・他法に関する情報収集を行っている。
・サービス利用頻度、期間を整理している。
・週間サービス計画表の作成を行っている。
・サービス利用計画原案の内容説明を行っている。
・利用者やその家族、サービス提供事業者との連携を図り、担当
者会議の開催について主管している。
・サービス担当者会議の記録を整備し、保管している。

Ａ）サービス利用計画原案、週間計画表を分
かりやすく説明し、担当者会議を適切に運営し
ている。また記録等の管理も適切に行ってい
る。
Ｂ）一通りの流れを行っているが、事務的で一
辺倒な流れのサービス利用計画原案作成、
サービス担当者会議の開催等になっている。
Ｃ）一部分の以上の手順が欠如している。

B

各関係機関との連携を実施しながら、情
報収集や提供を実施することができた。
しかしながらコロナ禍であったため、電話
連絡での聴取を行って、一部のサービス
へ支障はでた。

モニタリング実施で情報収集を行
い、記録作成をしている。

・モニタリングの実施と経過記録の作成を適切に行い、管理して
いる。

・各サービス提供機関が作成した個別支援計画の収集を積極的
に行っている。

・サービス利用計画の評価及び再アセスメントの実施を行ってい
る。

Ａ）定期的なモニタリングを実施して、積極的
に情報収集を行っている。また各関係機関へ
の連絡調整や記録等の作成管理を適切に
行っている。
Ｂ）定期的なモニタリングを実施して、情報収
集を行い記録しているが、各関係機関への連
絡調整等が不十分である。
Ｃ）適切なモニタリングができていない。連絡体
制が構築できていない。

A

A)医療機関や各関係機関と支援体制を図り、
円滑な利用者支援を行っている。
B)医療機関や各関係機関と連携体制を図り、
利用者支援を行っているが、不十分である。
C)支援体制を構築できていない。

C

医療機関の対応が必要な方において
は、入院調整を実施したり、利用者の後
見人との連携を円滑に図れることができ
た。虐待防止に関しても各関係機関と連
携しながら、情報交換や支援体制の構
築を実施した。

スムーズな通所サービスや居宅支援等
ができるよう、体調にかかる支援をを重
点的に実施した。また医療期間への連
携、訪問看護との情報共有を密に図るこ
とができた。包括支援センターなどの高
齢者機関との関わり合いを持ち、介護福
祉含めて包括的な支援を実施した。

研修、人材育成、スーパービジョン
の実施を行っている。

・積極的に研修へ参加している。
・外部講師等を招き、スーパービジョンを実施している。

A)研修会、研究会等へ積極的に参加してい
る。また外部講師を招いて、専門的かつ関係
機関にまつわる事項について講習をうけてい
る。
B)研修会、研究会等に参加している。また外
部講師を招いて、専門的かつ関係機関にまつ
わる事項について講習をうけているが、不十分
である。
C)研修会等への参加はしていない。

C

コロナの影響で相談支援部会が流れた
りと今まで無いような活動となった。研修
会自体も開催されなかったため、不十分
なものであった。
各関係機関との電話連絡やメールのや
りとりで情報共有を密に実施した。困難
ケースにおいても対応を実施した。
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利用者の生活の質の向上に目的
とした医療連携、地域連携を行っ
ている。利用者の権利擁護、虐待
への対応を行っている。

・入退院に伴う主治医やその他医療関係者との連携を行ってい
る。
・相談支援事業連絡協議会へ参加している。
・利用者の権利擁護については、社会福祉協議会と連携を図っ
ている。
・虐待にかんしては、行政機関や各関係機関と情報交換をしな
がら、発見体制の構築を図っている。
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評価の概要（根拠等）

分類
（サー
ビス種
別）

評価項目の
目的

№ 評価項目 項目の着眼点 評価の際の判断基準
ABC
評価

（補足）

A…3点加点 B…2点加点 C…1点加点

※35～105点での点数となります。

68.3%8245 34 3

【 評価点数・達成率 】

共通評価基準（NO.1～32）

0

達成率（％）

74

8

77.1%

33.3%

C 合　計

3

内容評価基準（NO.48～50、54～58）

合　　計

A B

39

6

32

2

施設評価基準
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